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２００６年１０月１４日 

足立区議会議長  しのはら守宏様 

〒●●●－●●●● 

東京都足立区●●●●●●●●●● 

自宅電話  ●●－●●●●－●●●● 

半澤一宣（印）（はんざわ・かずのり） 

 

健康増進法第２５条に違反している、 

禁煙特定区域内の喫煙所の撤去などを求める陳情 

 

陳情の主旨 

１．北千住駅周辺の禁煙特定区域内に設置された喫煙所を、すべて廃止してください。 

２．地方自治法第９８条②の規定に基づき、上記１の喫煙所設置に要した費用に係る監査

を、区の監査事務局に請求してください。 

３．「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」（以下「同条例」と記します）の

第１０条第２項から「ただし、区長が指定した場所においては、この限りでない。」の

文言を、第１４条第２項から「（区長が指定した場所において喫煙をした者は除く。）」

の文言をそれぞれ削除する、同条例の改正を行ってください。 

 

陳情の理由 

２００６年１０月１日に施行された同条例に関連して、北千住駅周辺に禁煙特定区域が

設けられました。 

私は、公共の場でのマナーをわきまえない迷惑な路上（歩行）喫煙者に罰則を適用して

取り締まることそれ自体には、全面的に賛成するものです。しかし、私は、区が取り締ま

り開始の見返りとして単に灰皿を設置しただけの、すなわちたばこ煙の拡散防止策を講じ

ない形での喫煙所を設置したことには、疑問があります。なぜなら、このような喫煙所の

周辺では新たな受動喫煙被害が誘発されるのが避けられないという、同条例の趣旨との矛

盾が生じているからです。 

区が、駅前という人通りの多い場所にこのような喫煙所を設置したことが、あらゆる公

共施設（当然、これには区道や区有地も含まれるはずです）の管理者に受動喫煙の防止策

を講じるよう努力するべき義務を定めた、健康増進法第２５条に違反したものであること

は明らかです。 

私は、区が国の法律に違反した施設（喫煙所）を設置するために区民が納めた税金（公

費）を支出したことは、不当であると考えます。 

区民部区民課長は、２００６年６月１９日に開かれた区議会区民環境委員会で「同条例

の改正案の取りまとめに先立つ千住警察署との事前協議の席で『喫煙所が無いことが原因

で、喫煙者と取り締まり係員とのトラブルが発生したら、警察としては対応に困る』と、

警察から喫煙所の設置を求める強い要請があった」旨を報告していました。区が、このよ

うな理由で喫煙所を設置したのは、区民等の健康（受動喫煙の防止）よりも事なかれ主義
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的な警察の都合を優先させるのを是とし、またそのために公費を支出したことを意味して

います。 

私は、区民の１人として、「公権力優先・区民の人権（嫌煙権）は二の次」という区政の

姿には、疑問を感じずにはいられません。 

以上の理由により私は、区が健康増進法第２５条に係るコンプライアンス（法令遵守）

精神を軽視している姿勢を改めるよう促す必要性に鑑み、区民等に新たな受動喫煙被害を

強要している喫煙所の廃止と、同条例が国の法律に違反している状態を是正するための改

正、並びに法令違反の施設（喫煙所）設置に係る公費支出に関する監査請求について地方

自治法に定められた権限の適切な行使をされることを、区議会に要望いたします。 

以上 
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